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保管振替機関への預託に伴い生じる株主権の空白期間を         

解消するための「権利確定日前日預託」の御紹介 

 
 
拝啓 時下ますます御清祥のことと、お慶び申し上げます。 

平素は、証券保管振替制度の運営に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、平成 21 年 1 月に予定されている株券の電子化を控え、株主から預託
の相談を受けた場合等の御参考としていただきたく（※）、株主権の空白期間

を解消するための事務取扱いについて、改めて御案内申し上げます。 

保管振替制度において、期中に機構へ株券を預託した場合、株主の名義が、

株主名簿および実質株主名簿の双方に記載されない期間（これを株主権の「空

白期間」という。）が生じるため、少数株主権の行使にあたり必要な継続保有

期間を充足できなくなることを懸念する株主が、機構への預託を敬遠されてい

るとの指摘があります。これに対し、当該「空白期間」問題を回避するための

事務取扱い（所謂「権利確定日前日預託」）を構築し、平成 14 年 9 月より実

施してきております。（別添資料参照） 

なお、株券の電子化施行日の 2 週間前の日から株券の預託が制限されること
もあり、電子化施行日の 2 週間前の日から施行日前日までの間を権利確定日等
とする権利確定日前日預託は利用することができません（期末日及び中間期末

日が 12 月末となるような銘柄については、6 月末が当該事務の最終取扱いと
なります。）。  
また、株券の電子化直前には、預託が集中し、関係者における事務（預託事

務、名義書換事務）に相当の負荷がかかることも考えられることから、権利確

定日前日預託を含め、保管振替制度への預託については、できるだけ早期に行

っていただけるよう御配慮願います。 

参加者によりましては、当該事務取扱いを行っていない場合がありますので、

予め参加者へ御相談くださいますようお願い申し上げます。 

（※）名義書換済の株主が、保管振替制度への株券の預託を行わずに、株券

の電子化を迎えた場合には、本人名義の特別口座に株式が記録されます。 

 

敬具 

【本件についてのお問い合わせ】 

（株）証券保管振替機構 業務部 ℡０３（３６６１）１８３６ 
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